
 

 

 

令和５年６月 20日 

報 道 発 表 資 料 

 

「新たなミュージアムに関する基本構想説明会」を開催します 
 

川崎市市民ミュージアムは、令和元年東日本台風により施設、設備や収蔵品が被災し、館内での

展示等の活動が不可能となり、長期にわたる休館を余儀なくされています。この状況を受け、本市

では新たなミュージアムの整備に向けた取組を推進しています。 

 令和５年６月２日公表の「新たなミュージアムに関する基本構想」では、新たなミュージアムの

事業展開や開設候補地（生田緑地ばら苑隣接区域）等を示しています。そこで改めて「新たなミュ

ージアムに関する基本構想」について御説明させていただき、今後の取組の参考とするため、皆さ

まの御意見等をうかがいます。 

 

１ 内容 

①「新たなミュージアムに関する基本構想」について 

②「新たなミュージアムに関する基本構想（案）」に対するパブリックコメント手続の 

実施結果について 

③質疑応答等 

 

２ 開催日時等  

・令和５年７月９日（日） 

13：30～ 多摩区役所（川崎市多摩区登戸 1775－１）601 会議室（先着 60 名） 

18：00～ 生田緑地東口ビジターセンター（川崎市多摩区枡形７－１－４）（先着 40 名） 

・令和５年７月 10 日（月） 

18：00～ 多摩区役所 601 会議室（先着 60 名） 

  ※ いずれの回も同じ内容です。 

  ※ 各回１時間 30 分程度を予定しています。 

 

３ その他  

・ 事前申込は不要です。 

・ どなたでも御参加いただけます。 

・ お席に限りがございますので、先着順とさせていただきます。 

・ 「新たなミュージアムに関する基本構想（案）」に対する意見募集の結果及び「新たなミュ

ージアムに関する基本構想」については、川崎市ホームページに掲載しています。 

https://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/250/0000148468.html 

 

【問合せ先】川崎市市民文化局 

市民文化振興室 井上 

電話：044-200-2294   


